
さいたま市市民活動及び協働の推進基金団体登録に係る審査方法 

審査は公開とし、会議に出席する委員により、以下の方法で行うものとする。 

① 団体の申請書類に基づき登録要件（表１）に掲げた事項をふまえて審査

を行い、委員の合議により登録の可否について意思決定をする。 

② 市は、決定について申請者へ通知するものとし、非登録と決定した場合

には、理由を付すものとする。 

表１ 登録要件 

さいたま市市民活動及び協働の推進条例に規定する市民活動団体であること

さいたま市内で概ね 1年以上継続した活動実績がある団体であること 

暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと 

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受け

ている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと 

その他市民活動推進委員会が適当でないと判断した団体でないこと 

○条例の市民活動団体の定義 

市民が自由な意思に基づいて集まり、自律的に市民活動を行う団体 

○条例の市民活動の定義 

市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のために、自発的かつ自

主的に行う非営利で公益的な活動をいう。ただし、次のいずれかに該当する

ものを除く。 

・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目

的とする活動・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するこ

とを目的とする活動 

・特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定す

る公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を

含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

に反対することを目的とする活動 
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